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福島県保険者協議会の概要（１）

１．経緯

時期 内容

平成１７年９月２０日 福島県保険者協議会設立
（構成）
（１）健康保険組合関係者
（２）政府管掌健康保険関係者
（３）国民健康保険関係者
（４）その他、医療保険関係者

平成１９年１月１１日 構成に追加
・共済組合を代表する者
・国民健康保険団体連合会
・福島県（オブザーバー）

平成２０年１０月１日 （２）政府管掌健康保険⇒「全国健康保険協会管掌健康保険」に
名称変更

平成２１年９月２０日 県後期高齢者医療広域連合を構成に追加

平成２７年５月１５日 新運営規程を制定、地域医療構想ワーキンググループを新たに
設置（福島県が構成団体となる）
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福島県保険者協議会の概要（2）
２．組織 【構成員】

健康保険組合代表者 ３名
全国健康保険協会 ２名
国民健康保険組合 ３名
共済組合代表者 ４名
市町村国保（連合会含む） ３名
後期高齢者医療広域連合 １名
福島県 １名

【役割】
専門職の資質向上にむけた
研修会の開催
データヘルス関連研修会の開催

【構成員】
健康保険組合代表者 ２名
全国健康保険協会 ２名
共済組合代表者 ２名
市町村国保（連合会含む） ３名
後期高齢者医療広域連合 １名
福島県 １名

【役割】
特定健診等データ分析事業
医療費等データ分析事業

【構成員】
健康保険組合代表者 １名
全国健康保険協会 ２名
共済組合代表者 ３名
市町村国保（連合会含む） ３名
後期高齢者医療広域連合 １名
福島県 １名

【役割】
保険者協議会の運営
広報事業（特定健診受診勧奨・後
発医薬品使用促進等）

【構成員】
健康保険組合代表者 ３名
全国健康保険協会 ２名
国民健康保険組合 ３名
共済組合代表者 ４名
市町村国保（連合会含む） ３名
後期高齢者医療広域連合 １名
福島県 １名

保険者協議会

企画調整部会 医療費調査部会 保健事業部会

医療費適正化・
医療計画WG

【役割】
医療費適正化計画等協議
医療計画意見具申協議

【構成員】
健康保険組合代表者 １名
全国健康保険協会 ２名
市町村国保（連合会含む） ３名
後期高齢者医療広域連合 １名

【委員として参画】
地域医療構想調整会議
福島県歯科保健対策協議会
福島県後発医薬品安心使用促進会議
後期高齢者医療懇談会
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3．年間スケジュール（平成２８年度実績）

福島県保険者協議会の概要（3）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

総会
及び

各部会
会議

広報
事業等

医療費
調査部会

事業

研修会
等

前年度決
算報告等

次年度計画等
次年度予

算等

・業者選定要領の作成
・各団体への後援依頼
・選定ポスターの修正

法定報告完了後、
作業着手

・講師依頼、
会場確保等

•各地区調整会議への参加及びＷＧの開催医療費適正化計画・医療計画ＷＧ

・３月総会にて承認後、ＨＰ公開

・総会、・企画調整部会
・保健事業部会、・医療費調査部会
・総会、・企画調整部会、・保健事業部会、・医療費調査部会の開催 ・総会、・企画調整部会の開催

・ジェネリック医薬品セミナーの開催
（薬剤師対象）

・重症化予防に関するセミナーの開催
（医療保険者及び医療従事者対象）
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平成２５年度

平成２６年度

各構成団体に対し、特定健診データの提供についての可否を調査

☑ほとんどの構成団体が匿名化されたデータの提供が可能
☑特定健診データフォーマットが各構成団体で共通
☑各構成団体はデータヘルス計画を機に分析の必要性を強く感じ、各種
データの集計・分析を求めていた

平成26年4月 健保法、国保法に基づく保健事業実施指針一部改正
高確法に基づく保健事業実施指針公表

☑６月 「特定健診データ分析事業」の実施が決定

☑１０月 平成25年度特定健診データを活用したデータ分析作業 の開始
☑３月 平成２５年度特定健診データ分析報告書を公表

国保連合会が県委託事業を受託し、県内市町村の健診データ分析を実施。
その際に作成したプログラム及びフォーマットを再活用

平成２７年度
☑７５歳以上の健診データも分析対象に追加

特定健診データ分析事業の具体的内容（１）
背景と経緯
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平成25年6月 「日本再興戦略」では、すべての健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析、それ
に基づく加入者の健康保持増進のための事業計画としてデータヘルス計画の作成・
公表、事業実施・評価等の取組を求めた



特定健診データ分析事業の具体的内容（２）

☑目的 本事業によって、福島県全体の特定健診有所見者状況の傾向
及び変化を把握し、県全体及び二次医療圏ごとの健康実態を把握・
評価できるよう分析を行う

基本的には、法定報告後のデータを活用

１０月下旬 ■各構成団体にデータ提供について、同意書により同意を得る
■福島県への協力依頼

１１月～１２月 ■データ収集、データ整理
⇒医療費分析事業アドバイザーにデータクリーニングについて
の助言を受ける

１２月～ １月 ■データ集計・分析
⇒医療費分析事業アドバイザーに集計結果をもとに分析を
依頼する

１月～３月 ■データの資料化・公表
⇒保険者協議会ＨＰに公開

・データ分析概要版
・県・二次医療圏分析資料

【スケジュール 】

目的及びスケジュール
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福島県全体、二次医療圏毎に性・年齢別（5歳刻み）で

以下の項目を集計し、視覚的に状況を把握している

■受診者（年齢別／健診項目／健診項目別平均値）

■メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

■肥満者の割合 ■高血圧有病者等の割合

■糖尿病有所見者等の割合 ■脂質異常症有病者の割合

■肥満判定別にみた糖尿病・高血圧・脂質異常の割合（複数該当）

■服薬状況から見る高血圧・糖尿病・脂質異常症の有所見状況

■尿蛋白（＋）以上の割合

■習慣性喫煙者の割合 ■飲酒者の割合

※項目ごとに、測定を実施した者のみのデータを使用

ただし、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の判定において、服薬の有無が未入力の者
や検査項目が不足している等、判定不可能な者は、分析対象から除外

特定健診データ分析事業の具体的内容（３）
集計項目

6



平成２７年度事業（データは平成２６年度）においては

県内15医療保険者のうち14医療保険者の集約分析を行った

平成26年度は分析対象としては

県人口約９１万人（福島県現住人口調査－平成27年4月1日現在40歳以上75歳未満）

分析対象となった各構成団体被保険者の総数は約７０万人

うち、健診受診者は３０１,７７８人 （県内住所地情報を有する40歳以上75歳未満のデータ）

県人口のおよそ１／３の健診データを分析した

特定健診データ分析の具体的内容（４）
分析対象
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（4）高血圧症有病者等の状況
◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

（１）分析対象の状況

（5）糖尿病有病者等の状況
◆二次医療圏で比較すると…

（2）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況
◆二次医療圏で比較すると…（※1）

◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

（6）習慣的喫煙者の状況
◆二次医療圏で比較すると…

（3）肥満者の状況
◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

　　　　　　　　県計に比べ有意に高い 有意ではないが、県計に比べ高い 有意ではないが、県計に比べ低い 県計に比べ有意に低い

　含む）の県民が受診する後期高齢者健診は、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策等を行う上で非常に重要なデータです。

　　今年度、福島県保険者協議会では、県内15医療保険者のうち14医療保険者の健診データの集約分析を行い資料化いたしました。

　本資料を県民の健康施策の基礎資料として広くご活用いただければ幸いです。

Ⅰ．特定健診結果の概要
　　本報告は、平成26年度特定健診データ提供に同意頂いた国保（市町村国保・国保組合）、共済組合、健保組合、協会けんぽの

　データを分析しました。提供いただいたデータすべてを分析の対象としました。

※１　標準化該当比　受診者の性年齢構成が二次医療圏ごとに異なるのを補正する目的で標準化死亡比（SMR)の計算方法に準じて算出した。また、二次医療圏と基準であ
◎◎る福島県計との差が偶然であるか否かを示すためにポアソン分布を仮定した検定を行った。

　題となっています。40歳以上の県民が受診する特定健診データおよび75歳以上（65歳～74歳の一定の障害があると認定された者を

　平成27年度　福島県保険者協議会医療費調査部会事業報告【概要版】

　　平成26年3月に健保法、国保法に基づく保健事業実施指針が一部改正され、高確法に基づく保健事業実施指針が新たに示されました。

　それらの指針の全てに、データヘルス計画の策定が記され、国民の健康の保持増進に向けてデータに基づく効率的効果的な保健事業の

　実施が全ての医療保険者に求められています。特に、我が国では生活習慣病による死亡率が年々増加し生活習慣病予防対策が喫緊の課
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特定健診データを分析対象としました。 
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【女性】 

福島県男性の 

『肥満』は深刻です！ 

男性は、ほぼ全年代で2人

に1人が肥満の傾向にあり

ます。 

若い世代ではBMIおよび腹囲

の両方で基準値以上の肥満

の方が多い傾向があるが、

腹囲肥満は加齢により増加

しています。 

女性は加齢とともに肥満者

割合が増加、約3人に1人が

肥満者の傾向にあり、男性

と比較してBMI肥満の割合が

高い傾向があります。 

相双・いわき地区の男性、

相双・いわき・南会津地区

の女性に肥満者割合が高い

状況です。 
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非該当 予備群 高血圧症有病者 【女性】 

40歳代男性の約40％

が、すでに「高血圧

症・予備群」です。 

男女共、有病者及び予備

群は加齢とともに増加の

傾向がみられます。特に

男性は40歳代で3人に1

人が有病者又は予備群と

なっています。 

相双・南会津地区の男

性、南会津地区の女性の

高血圧症有病者割合が高

い状況です。 
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非該当 予備群 糖尿病有病者 【女性】 

60歳以降の男性の 

約5人に1人に 

「糖尿病」がみられま

す。 

男性は、65-69歳をピー

クに、女性は加齢ととも

に割合が増加していま

す。 

相双・県南地区で男女共

に糖尿病有病者割合が高

い状況です。 
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非喫煙者 喫煙者 【女性】 

40歳代男性の 

約2人に1人が 

「習慣的喫煙者」で

す。 

男女共に若年層の割合が

高く、加齢とともに減少

傾向となっています。 

県北地区では男女共に、

他地域に比べ、習慣的喫

煙者の割合が極めて低い

状況にあり、男性の県中

地区および女性の県中・

相双地域では昨年度に比

べ標準化該当比の減少が

みられます！ 

平成24年度国民健康・栄養

調査において福島県の習慣

的喫煙者の割合は、 

全国ワースト第1位です。 

【男性】 

50％ 

40％ 

20％ 

50％ 

30％ 

男性 女性
40-44歳 19613 15897 35,510 11.8%
45-49歳 17730 15772 33,502 11.1%
50-54歳 19835 18348 38,183 12.7%
55-59歳 22840 21770 44,610 14.8%
60-64歳 24261 26450 50,711 16.8%
65-69歳 25341 28132 53,473 17.7%
70-74歳 20891 24898 45,789 15.2%
合計 150,511 151,267 301,778 100%

男女計（％）
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（4）脂質異常症の状況
◆二次医療圏で比較すると…

　　ただし、平成26年度の分析では電子データにより管理された健診情報だけではなく、紙データにより医療機関から提出された健診データも ◆二次医療圏で比較すると…

　合算し集計に含めております。また、年齢階層および二次医療圏によっては受診者数が少ないため個人の影響を受けやすい状況も見て取れます。

　そのため本報告は参考資料としてご活用いただければ幸いです。

（１）分析対象の状況

（5）習慣的喫煙者の状況
◆二次医療圏で比較すると…

（2）高血圧症有病者等の状況
◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

（6）習慣的飲酒者の状況
◆二次医療圏で比較すると…

（3）糖尿病有病者等の状況
◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

◆二次医療圏で比較すると…

　　　　　　　　県計に比べ有意に高い 有意ではないが、県計に比べ高い 有意ではないが、県計に比べ低い 県計に比べ有意に低い

※１　標準化該当比　受診者の性年齢構成が二次医療圏ごとに異なるのを補正する目的で標準化死亡比（SMR)の計算方法に準じて算出した。また、二次医療圏と基準であ
◎◎る福島県計との差が偶然であるか否かを示すためにポアソン分布を仮定した検定を行った。

Ⅱ．後期高齢者健診結果の概要
　　本報告は、平成26年度後期高齢者健診データ提供に同意頂いた後期高齢者医療広域連合のデータを分析しました。

　提供いただいたデータすべてを分析の対象としました。

　題となっています。40歳以上の県民が受診する特定健診データおよび75歳以上（65歳～74歳の一定の障害があると認定された者を

　含む）の県民が受診する後期高齢者健診は、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策等を行う上で非常に重要なデータです。

　　今年度、福島県保険者協議会では、県内15医療保険者のうち14医療保険者の健診データの集約分析を行い資料化いたしました。

　本資料を県民の健康施策の基礎資料として広くご活用いただければ幸いです。

　平成27年度　福島県保険者協議会医療費調査部会事業報告【概要版】

　　平成26年3月に健保法、国保法に基づく保健事業実施指針が一部改正され、高確法に基づく保健事業実施指針が新たに示されました。

　それらの指針の全てに、データヘルス計画の策定が記され、国民の健康の保持増進に向けてデータに基づく効率的効果的な保健事業の

　実施が全ての医療保険者に求められています。特に、我が国では生活習慣病による死亡率が年々増加し生活習慣病予防対策が喫緊の課
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非該当 予備群 高血圧症有病者 【女性】 

 

後期高齢者の約80％

が、「高血圧症・予備

群」です。 
 

男女共、後期高齢者にお

ける有病者及び予備群の

割合は高い傾向がみら、5

人のうち4人が有病者又は

予備群となっています。 

 

特定健診同様に80代まで

は加齢とともに増加傾向

が伺えます。 
 

県北地区以外の地域では

男女共に、高血圧症有病

者割合が高い傾向にあり

ます。 
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非該当 予備群 糖尿病有病者 【男性】 
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非該当 予備群 糖尿病有病者 【女性】 

後期高齢者の 

約5人に1人に 

「糖尿病」がみられま

す。 

 
65-84歳では男性の有病

者割合が高く、90-99歳

では女性の割合が高い傾

向にあります。 

 
会津地区の男性と県南・

相双・いわき地区の男女

で糖尿病有病者割合が高

い状況です。 
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非該当 脂質異常症有病者 【男性】 
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非該当 脂質異常症有病者 【女性】 

後期高齢者女性の 

約2人に1人が 

「脂質異常症」 

です。 
 

男女共に80代を境に加

齢とともに減少傾向と

なっています。 
 

県北・県中地区以外の地

域では男女共に脂質異常

症有病者の割合が高い傾

向にあります。 
 

20％ 

40％ 

男性 女性
65-69歳 278 224 502 0.8%
70-74歳 382 316 698 1.2%
75-79歳 12212 16474 28,686 47.4%
80-84歳 8950 11695 20,645 34.1%
85-89歳 3484 4535 8,019 13.3%
90-94歳 648 1017 1,665 2.8%
95-99歳 59 149 208 0.3%
100歳～ 10 27 37 0.1%
合計 26,023 34,437 60,460 100%
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非喫煙者 喫煙者 【男性】 
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非喫煙者 喫煙者 【女性】 

後期高齢者男性の 

約10人に1人が 

「習慣的喫煙者」 
です。 

 
特定健診の結果同様に男

女共に加齢とともに減少

傾向になっています。 

 
県北地区の男性では他地

域に比べ習慣的喫煙者の

割合が極めて低い状況で

す。 
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ほとんど飲まない 時々 毎日 【男性】 
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ほとんど飲まない 時々 毎日 【女性】 

後期高齢者男性の 

約3人に1人が 

「習慣的飲酒者」 
です。 

 
習慣的飲酒者は明瞭では

ないものの75-99歳で加

齢とともに減少傾向に

なっています。 

 
男性では県北地区が、女

性では会津・南会津地区

が他地域に比べ習慣的飲

酒者の割合が高い状況で

す。 
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特定健診データ分析結果の活用

■各種研修会にて情報提供

☑県 地域職域連携会議

☑保険者協議会主催研修会

■保険者協議会ＨＰに公開

県全体及び二次医療圏の特定健診からみた健康状態の把握が可能と
なった

各保険者が県データ等比較し自分たちの健康状態の ポジションを把握で
きるようになった

～福島県特定健診データ分析結果の見える化により～

データからみる福島県の健康課題
■男性の40％以上がメタボ・メタボ予備軍で、男女ともに相双地区が該当割合が高い
■男性はほぼ全ての年代で２人に１人が肥満傾向で、相双いわき地区に該当割合が高い
■男性の２人に１人が高血圧症有病者
■男性の40歳代の40％以上が習慣的喫煙者

県全体に情報発信していくことが重要!!
現状では・・・
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今後の課題及び展望
■ＰＤＣＡサイクルにそった保険者協議会における保健事業の展開
☑特定健診データ分析事業から明らかとなった福島県の健康課題に沿っ

た保健事業内容の検討・実施、データに基づく評価等ＰＤＣＡを回していく

ことが必要

■保険者協議会として、医療費分析（疾病統計）の実施⇒平成29年度～
☑特定健診データ分析⇒将来予測される健康課題を把握し予防的対策

を立てる

☑医療費分析⇒現在の健康課題を把握し、重点的に取り組むべき対策についての

優先順位を設定する

※双方の観点で福島県の健康課題を把握し、より効果的な保健事業の

展開に活用する

■福島県の特定健診・保健指導率の向上

☑健診受診率48.6％（Ｈ26厚生労働省）、国 目標値70％

☑保健指導率20.9％（Ｈ26厚生労働省）、国 目標値45％と全く及ばない

☑保健指導の質と量の向上を目的とした実践者研修会の開催（平成２９年～）
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